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〒５８６－００６９  河内長野市石仏６６２番地 

Tel；０７２１－６８－８７６６  Fax；０７２１－６８－８７９９ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ； http://www.kawachinagano.ed.jp/ishisho/ 

E-mail；  ishibotoke_el@ml.kawachinagano.ed.jp 
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保護者のみなさまへ 

この「石仏小学校ガイド」は、石仏小学校の教育方針や子どもたちの学校での生活について

活用していただけるようにとの趣旨で発行しています。いつもお手元に置いていただき、ご家

庭と学校との架け橋になることを願っておりますので、ご意見・ご感想もお寄せいただければ

幸いです。 
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教室配置図 
 

 

防犯上掲載しません。 
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１．学校経営の重点 

『知恵を育み 心を育てる』 

（１）教育目標  

『笑顔で つながれ かがやけ』 石小っ子 

教職員目標 
 

学びあおう  高めあおう つなぎあおう 
 

（２）めざす子ども像  

んがえる子・・・・・・・自ら考え，判断する子                                        

んばる子・・・・・・・・最後まであきらめない子                                                                                      

さしい子・・・・・・・・思いやりのある子                              

んこうな子・・・・・・・明るく元気な子 
 

（３）めざす学校像 

☆ 楽 し い 学 校・・・・・「わかった」「できた」笑顔あふれる学校               
☆ 心 豊 か な 学 校・・・・明るくきれいな学校                                   
☆ つ な が る 学 校・・・・仲間や地域とふれあう学校                                                                                                     

（４）教育の基本方針 

① 児童一人一人の人権を尊重し人と人とのふれあい・つながりを大切にすることで， 
豊かな人間性や社会性の育成に努める。 

 
② 基礎的な学力と学習や生き方に見方考え方を働かせる力を身に付けさせるため，語彙力

を高め言語活動の充実を図り，一人一人の考えを大切にした主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた、授業の工夫・改善に努める。 

 
③ 家庭・地域との連携を深め，郷土を身近に感じ，自らの存在を実感できる「心の 

ふるさと 石仏小学校」づくりに努める。 
 

（５）今年度の各学年の目標 

なかよし学級 みんな ちがって みんないい 

１  年 はじめのいっぽ 

２  年 スマイル 

３  年 ジャンプ ～MORE～ 

４  年 四つのわ ～輪 和 話 ＷＡ～ 

５  年 Let’s do it! ～やってみよう！～ 

  ６  年 飛翔 ～チェンジ チャレンジ チームワーク～ 
 

 

 

 

か 

が 

や 
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石仏小学校沿革史・校歌      

 本校のあゆみ 

   １９８１（昭和５６）年  大阪府河内長野市立石仏小学校を創立 

創立式典挙行(１０月６日) 

この日を創立記念日と定める 

   １９８２（昭和５７）年  プール完成 

１９８４（昭和５９）年  学校給食開始 

１９９０（平成 ２）年  創立１０周年記念誌発行 

             創立１０周年記念事業として航空写真を撮影 

高鉄棒・低鉄棒設置 

               体育館前通路シェルター完成 

１９９４（平成 ６）年  南河内第二教科書センター設置 

１９９７（平成 ９）年  コンピュータ設置 

１９９８（平成１０）年  藤棚設置 

２００８（平成２０）年  「かがやけ 石小っ子」看板設置 

２０１０（平成２２）年  ICT 機器設置 うさぎ小屋改修  

運動場一部芝生化 ３０周年記念事業 

（わくわくバースデー３０、３０周年記念誌・文集発行、航空写真撮影） 

        ２０２０（令和 ２）年  ４０周年記念事業（航空写真撮影） 
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児童下校時刻予定表 

学年 月 火 水 木 金 

１ 年  ２：５０  ２：５０  ２：２５  ２：５０  ２：５０ 

２ 年  ２：５０  ３：４５  ２：２５  ２：５０  ２：５０ 

３ 年  ３：４５  ３：４５ ２：２５  ３：４５  ２：５０ 

４ 年  ３：４５  ３：４５ 2：25／3：25  ３：４５  ３：４５ 

５ 年  ３：４５  ３：４５ 2：25／3：25  ３：４５  ３：４５ 

６ 年  ３：４５  ３：４５ 2：25／3：25  ３：４５  ３：４５ 

☆水曜日は、基本的には委員会活動（５・６年）かクラブ活動（４・５・６年）があります。 

☆４・５・６年は第１・第３・第５水曜日には６校時まで授業しますので,3:25 下校になります。 

☆水曜日以外にも委員会活動やクラブ活動がある日もあります。その時は水曜校時になります。 

☆水曜日は掃除なし校時です。  

☆お願い☆ 

保護者の方が来校される時 

・校門はオートロック式になっております。ご用の際は，インタホンで職員室までご連絡くだ 

さい。 

・ご来校の際には，ID カードをつけてお入りください。 

・学校へは原則として，徒歩でお越しください。 

 

年間授業時間数 

（１単位時間は４５分） 

学

年 

国

語 

社

会 

算

数 

理

科 

総 合

的 な

学習 

外 国

語 活

動 

生活 

 

道

徳 

音

楽 

図

工 

家

庭 

体

育 

特

活 

総時間数 

１ ３０６  １３６   １８ ９３ ３４ ６５ ６５  ９９ ３４ ８５０ 

２ ３１５  １７５   １８ ９６ ３５ ６７ ６７  １０２ ３５ ９１０ 

３ ２４５ ７０ １７５ ９０ ７０ ３５  ３５ ６０ ６０  １０５ ３５ ９６０ 

４ ２４５ ９０ １７５ １０５ ７０ ３５  ３５ ６０ ６０  １０５ ３５ ９９５ 

５ １７５ １００ １７５ １０５ ７０ ７０  ３５ ５０ ５０ ６０ ９０ ３５ １０１５ 

６ １７５ １０５ １７５ １０５ ７０ ７０  ３５ ５０ ５０ ５５ ９０ ３５ １０１５ 
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学級編成表 
 

 

 

個人情報のため掲載しません。 
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児童の安全確保について 

 

近年、子どもが被害者となる事件・事故が後を絶ちません。これらの事件・事故を

未然に防止し、子どもたちの安全を確保するには、学校・家庭・地域・関係諸機関や

団体などの連携が必要です。学校といたしましても、安全管理対策として、防犯カメ

ラの設置などの施設整備、安全管理員の配備、危機管理マニュアルの作成、防犯教育

の充実等、児童の安全確保に努めてまいりますが、ご家庭におかれましても、ご協力

をお願いいたします。 

 

○不審者への対応 

・複数で下校する。  ・暗くなる前に家に帰る。 

・下校時も一人での外出は避ける。   ・人気のないところには行かない。 

 

今日は、イカのお寿司 

・きょ ・・・ （不審者や車との間は、両手を開いたくらいの）距離をとる 

・う  ・・・ （自分の）後ろは、よく気をつける 

・は  ・・・ （家に）早目に帰る 

・イカ ・・・ （知らない人にはついて）行かない 

・の  ・・・ （車に）乗らない 

・お  ・・・ （助けてと）大声を上げる 

・す  ・・・  すぐ逃げる 

・し  ・・・ （どんな人に何をされたかなどを大人の人に）知らせる 

 

○名簿あさりへの対応 

・知り合いの名前を出されたり、どんなことを説明されたりしても、電話番号は絶対

に教えない。 

・しつこくても『電話番号は教えられません』とはっきり伝えて、電話を切る。 

 

○子どもを見守る目を増やしてください 

・買い物や散歩の時間を、児童の登下校時刻に合わせる。 

・登下校時刻に家の外の掃除や犬の散歩を行う。  等 

 

○保護者のご来校についてのお願い 

・ご来校の際は必ず ID カードを身につけてください。 

・必ず職員室にお立ち寄りください。 

・忘れ物は職員室でお預かりします。 

 

学校  ６８－８７６６   河内長野警察  ５４－１２３４ 
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保健室は、子どもたちが毎日元気に学校生活を送れるようにお手伝いをするところです。

健康診断や身体測定をしたり、けがや病気をしたときに応急手当などをしています。また、

困ったこと、心配なことがあったときに相談できる場所でもあります。 

☆ 健康診断 
健康診断は、子どもひとりひとりの発育、健康状態を知り、学校生活を送るうえで注意す

ることがないか調べるものです。また、病気や異常を見つけ、早期に適切な処置がとれるよ

うにするためのものでもあります。この健康診断を通して、子どもたちが自分のからだを見

つめる良い機会になればと思います。 

 

 ＊病気の疑いがある場合、受診の勧告書をお渡しします。早めに医療機関で受診し、結果

を報告書でお知らせください。 

 ＊学校で行われる健康診断は、病気の疑いのある人を見つけ出す検査（スクリーニング検

査）ですので、受診の結果「異常なし」と診断されることもあります。 

 ＊健康診断の最終結果は「健康手帳」でお知らせしています。 

 

項 目 検 査 内 容 

小 学 校  

1 

年 

２ 

年 

３ 

年 

４ 

年 

５ 

年 

６ 

年 
 

 

 

 

身体測定 
身長 

体重 ● ● ● ● ● ● 
 

 

視力検査  ● ● ● ● ● ● 
  

聴力検査  ● ● ●  ●  

内科検診 

栄養状態(やせ、肥満) 

脊柱及び胸郭 

皮膚疾患、心臓 肺 

その他の疾病異常 
● ● ● ● ● ● 

 

運動器検診 
脊柱 胸郭 四肢 骨 

関節の状態 
● ● ● ● ● ● 

眼科検診 眼の疾病及び異常 ● ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

耳鼻科検診 耳鼻咽喉疾患 ●   ●   

歯科検診 

う歯 

歯周疾患 

不正咬合 

その他の疾病異常 

● ● ● ● ● ● 

心臓検診 
聴打診(内科検診時) ● ● ● ● ● ● 

心電図 ● ○ ○ ● ○ ○ 

結核検診 
問診票 ● ● ● ● ● ● 

精密検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

尿検査 蛋白 糖 潜血 ● ● ● ● ● ● 

色覚検査 
 

△ △ △ △ △ △ 

 （注）●全員に実施されるもの 

    ○必要者のみ実施されるもの 

    △4 年生、または他学年の希望者に実施されるもの 

                                                                                                  

保健室より 
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☆病気になったとき    

 症状や様子によって、クラスで担任が経過観察をする場合、保健室で休ませ経過を見る場

合、早退させる場合があります。 

＊ 早退の際には保護者の方に連絡をとり、原則としてお迎えにきていただきます。 

 

☆ケガをしたとき       

 応急手当をおこないます。           

けがの程度によっては、その後の経過観察、または、速やかに保護者の方に連絡をとり医

療機関で受診をします。 

＊保健室では、その日学校で起きたケガに対する応急手当はしますが、治療を目的としてい

る場ではありませんので、その後の治療はご家庭でお願いします。 

＊学校でのケガでご家庭から医療機関に行くことがあったときは、担任まで連絡帳などでお

知らせください。 
 

☆緊急時の連絡がとれるように 

 病気やケガをした時、いつでもすぐに連絡がとれるよう保健調査票の緊急連絡先には必ず

連絡の取れる連絡先をご記入ください。また連絡先に変更がありましたらその都度連絡帳で

お知らせください。 
 

☆保健調査票について 
 この調査票は、健康診断や保健指導に役立て、今後の健康状態を良好に維持していく上で、

参考になるものです。また、病気やケガに対しても、適切な対応ができるよう学校に保管し

ています。毎年一度、年度当初にご家庭にお返しし、変更等の確認後、再度学校に提出して

いただきます。6年間使用しますので、大切に取り扱ってください 

学校で予防すべき感染症および出席停止の期間について 

第 

二 

種 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後 

2 日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5 日間の適

正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した

後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になる

まで 

風疹 発疹が消失するまで 

水痘（みずほうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

結核  

症状により、学校医、その他の医師において感

染の恐れがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第 

三 

種 

腸管出血性大腸菌感染症 

流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 

 上記の病気にかかったときは、必ず医師の診察を受けて、登校の許可が出るまで、学校を

休ませてください。医師からの「意見書」により、出席停止になります。「意見書」は河内長

野市内の病院および学校にあります。  
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 ☆災害共済給付制度(独立行政法人日本スポーツ振興センター) 
学校の管理下で災害（負傷、疾病、障害又は死亡）が発生したときに、災害 

共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）が行われる児童及び生 

徒のための国の公的共済制度です。 

 

１．共済掛け金(年額) 

   ４６０円  （総額は 9３5 円で河内長野市が 4７5 円負担します。） 

 

２．給付対象・給付金額 

 

※交通事故等第三者行為になるけが等については給付の対象とならない場合があります。 

※医療機関での窓口負担額には特定療養費や装具代など保険対象外の費用が含まれているこ

とがあります。窓口負担額が一定の金額以上でも上記の「療養に要する費用の額」が 5,000

円以上とならない場合もありますのでご留意ください。 

 

３．学校の管理下の範囲 

 学校の教育活動中［授業中（遠足・修学旅行など校外活動を含む）、部活動中など］休憩

時間中、及び通常の経路・方法による通学中を含みます。 

 

 

 

災害の種類 災害の範囲 給付金額 

負  傷 学校の管理下の事由によるもので、

療養に要する費用の額が 5,000 円

以上のもの 

医療費 

・ 医療保険並みの療養に要する費用の

額の 4/10（そのうち 1/10 の分は、

療養に伴って要する費用として加算

される分） 

ただし、「子ども医療助成制度」・「ひ

とり親家庭医療費女性制度」など、

スポーツ振興センター以外の公的助

成制度の対象となる場合は、自己負

担額（１医療機関ごとに１ヶ月上限

１０００円）に「療養に要する費用

月額」の１／１０を加算した額。 

疾  病 学校の管理下の事由によるもので、

療養に要する費用の額が 5,000 円

以上のもののうち、文部科学省令で

定めるもの 

 

給食等による中毒 ・ガス

等による中毒 ・溺水 ・熱

中症 ・異物の嚥下又は迷入

による疾病 ・漆等による皮

膚炎 ・外部衝撃等による疾

病 ・負傷による疾病 

 

障  害 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病

が治った後に残った障害で、その程

度により第 1 級から第 14 級に区分

される 

障害見舞金 

４､００0 万円～８８万円（通学中

の災害の場合２,０００万円～４４万円） 

死  亡 学校の管理下の事由による死亡及び

上欄の疾病に直接起因する死亡 

死亡見舞金 

  ３,０00万円 

（通学中の場合 1,５０0 万円） 

突 

然 

死 

学校の管理下において運動

などの行為と関連なしに発

生したもの 

死亡見舞金 

  1,５００万円 

（通学中の場合も同額） 

学校の管理下において運動

などの行為が起因あるいは

誘因となって発生したもの 

死亡見舞金 

  ３,０00万円 
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４．お子さまがけがをされた場合の手続きについて 

  

給付金の支給を受けていただく手続きは、学校及び市教育委員会が行います。保護者の

方は、学校の案内により必要な書類をそろえていただくほか、治療の経過を報告していた

だくなど学校との連絡を密にしてください。 

 また、手続きに当たりましては、児童生徒の氏名や生年月日等の情報を記載した災害報

告書をスポーツ振興センターが運営するコンピューターネットワークを利用して作成しま

す。この手続き以外に情報を利用することはありませんし、安全に配慮されたネットワー

クシステムとなっておりますので、ご安心ください。 

 なお、「ひとり親家庭医療費助成制度」や「子ども医療費助成制度」など、スポーツ振興

センター以外の公的助成を利用された場合は、利用された旨と窓口負担額を学校にお知ら

せください。（支給額の調整が必要ですのでよろしくお願いいたします。） 

※災害給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から２年間請求を行わないと時効と

なり消滅します。 

※同一の負傷の疾病に関する支給期間は、初診日から最長１０年間です。 

 

５．給付金の支払いについて 

  

給付金につきましては、市教育委員会を通じまして、学校へお届けいただいている銀行

口座へ振り込みます。 

 

＜事故発生から給付金支払いまで＞   

                                                                                                                                                                                                        

事故発生 → 救急措置 → 
医療機関で検査・治療 

治療費保護者支払い 
→ 

センター申請書類を医療機関等で記入 

後学校へ 

 ↓ 

３～４ヶ月後、指定の金融機関へ給付金振込 ← 教育委員会を通じてセンターへ申請 

   

＊学校から連絡があった場合は、お手数ですが健康保険証をご持参ください。 

＊申請書類は１ヶ月毎です。月毎に治療に要した費用を病院（医院）で記入してもらい学校

へお届けください。 

 

☆欠席について 

 
病気や家事都合等で学校を休む場合は、添付の「遅刻・欠席届」を提出してください。 

 

★次のような場合には欠席扱いとはなりません。 

① 親族の忌引 

   父母（１０日以内）    祖父母・兄弟姉妹（５日以内） 

   伯叔父母（３日以内）   その他の親族（１日） 

 

② 学校感染症にかかった時（他の人に感染する恐れがありますので、出席停止となります。） 

 

③ コロナ感染症にかかった時、ＰＣＲ検査を受けている時、濃厚接触者と判断された場合、 

  コロナ感染症の可能性があると判断し配慮して欠席した場合、コロナ感染拡大により不安 

を感じ欠席した場合は出席停止となります。 

    

※卒業式は､それぞれ５年生・６年生については出席日となっていますので、児童が休めば､ 

欠席となります。（変更になる場合もあります。） 
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学校給食について 

  河内長野市では、学校給食を給食センターで集中調理しています。 

◆給食費はいくら・・・？ 

 １．２年 ４，０５０円、３．４年 ４，１５０円、５・６年 ４，２５０円

です。 

◆献立はどんな風に決まっているの・・・？ 

給食センターに栄養士の方がいて、献立委員会で校長・給食 

担当者・PTA の方も参加して決めています。 

（月・水・木）は米飯給食、（火・金）はパン給食です。 

◆牛乳アレルギーなのですが・・・？ 

アレルギー体質等で、牛乳が飲めない児童は、学校に申し出てください。ま

た、その他の食物アレルギーにつきましても、同様に学校までご連絡ください。 

◆病気等で長期欠席するときは・・・？ 

学校にご連絡ください。給食を止めるのに２～３日かかりますが、日割り計

算し、止めた分の給食費を返金いたします。 

 

 

 

個人情報の発信について 

 本校では積極的に情報を提供し、学校の教育活動に関して皆様のご理解とご協力を

得るべく、地域に開かれた学校づくりを目指しています。本校からの情報提供にはホ

ームページや学校からの各通信を活用していますが、児童や保護者個人情報の管理に

ついては、「河内長野市個人情報保護条例」（平成 19 年制定）に基づき、下記のよ

うなガイドラインを作成しています。 

 

石仏小学校におけるガイドライン 

①児童・保護者の個人情報（氏名・住所・電話番号等）は掲載しない。 

掲載の必要がある場合は、本人および保護者の承諾を得たうえで掲載する。また、 

学級だより等学級単位での配布物についても、同様である。 

➁児童・保護者個人がはっきりと特定される写真は掲載しない。 

学校以外の刊行物やホームページ等に個人情報や個人が特定される画像を提供 

する場合は、本人および保護者の承諾を得る。 

③すべての情報発信や情報提供は学校長の許可を得たうえで行う。  

 

※児童・保護者の住所や電話番号のお問い合わせには、応じられませんのでご了承

をお願いします。 
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大規模地震発生時（震度５弱以上）の対応について 
 
①  登校前（自宅を出る前）に発生の場合 

      ○ 河内長野市において、前日の１７時以降自宅を出る前までに「震度５弱以上」の地震が発生した場

合、学校は臨時休校とします。 

  ○ 通学路や学校に危険がなく授業ができる状況にある場合は、休校日の翌日より授業を行います。

（その場合は、各家庭に連絡いたします。） 
②  登校・下校途中に発生の場合（自宅から学校の間） 

  ○ もし登下校の途中に地震が起きた場合は、原則として帰宅させます。 

    ただし、学校に近い場合または危険が伴い自宅に帰れない場合は学校に登校し、保護者の迎えを待

ちます。 
③  在校中に発生の場合（学校にいる時） 

  ○ 授業を打ち切ります。    ※学校まで保護者の方に迎えに来ていただきます。 
 

 ☆ 「震度４以下」の地震が発生した場合は、校区内の被災状況等の安全を確認した上で、通常ど

おり登校させてください。 

 
給食について    被害の状況によっては、給食を実施できないこともあります。 

お願い 

○ ご家庭に連絡がつかない場合がありますので、緊急時の連絡先や下校先を担任に連絡しておいてく

ださい。 

 ○ 下校後は、外出をさせないように十分ご注意ください。 

○ ご家庭におかれましても、日頃よりお子さんと緊急時の下校先や避難先について、十分に話し合って

おいてください。 
★ この対応は、あくまでも原則であり、緊急時には円滑に対応できないことが予想されます。その場
合は、学校としては児童の安全を最優先に対応しますので、ご家庭におかれましてもよろしくお願
いいたします。 

 

※参考  震度５弱の地震について（気象庁震度階級関連解説表より） 

 人間 ・大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 

屋内の状況 

・電灯などのつり下げ物は激しく揺れる。 

・棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。 

・座りの悪い置物の大半が倒れる。 

・固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 

屋外の状況 

・まれに窓ガラスが割れて落ちることがある。 

・電柱が揺れるのがわかる。 

・道路に被害が生じることがある。 

木造建物 ・耐震性の低い住宅では壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

地盤・斜面等の状況 ・落石やがけ崩れが発生することがある。 

ライフライン・インフラ

等への影響 

・安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では、遮断装置が作動し、ガスの供給を停

止する。 

・断水、停電が発生することがある※。 

・鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業

者の判断によって行われる。 

（安全確認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

・地震管制装置付きのエレベーターは、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認

などのため、時間がかかることがある。 
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「暴風警報・大雨警報・特別警報・避難指示・土砂災害警戒」発令時の対応につい

て 

（お知らせとお願い） 

 

本校では、「暴風警報・大雨警報・特別警報・避難指示・土砂災害警戒」が発令された場合、次の

ように対応致しますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

１．河内長野市に「暴風警報、大雨警報」のいずれか発令されたとき 

 ★午前 7 時現在、河内長野市に暴風警報または大雨警報が発令されている時は、登校を見

合わせ、自宅で待機させてください。 

 ★午前９時までに警報が解除された時は、通学路の安全を確認の上、９時１５分に班毎に

集合し登校させてください。（解除の発表が遅れる場合があるのでご注意ください） 

  ★午前９時３０分までに警報が解除された時は、通学路の安全を確認の上、９時４５分に

班毎に集合し登校させてください。（解除の発表が遅れる場合があるのでご注意くださ

い） 

  ★午前９時３０分現在で警報が発令中の時は、臨時休校とします。 

  ★登校後に「暴風警報、大雨警報」が発令または発令されそうな場合は、①②いずれかの

対応をとらせていただきます。 

①安全を確認し、場合によっては通常よりも早く地区別に集団下校 

（状況によっては、職員が引率） 

※通常よりも早く帰宅した際に、ご自宅に大人がおられない場合は、ご近所やご友人

宅にお願いするなどの対応をお願いします。 

※放課後児童会所属の児童につきましては、教育委員会より依頼されている対応を原

則といたします。 

②児童の安全確保のため下校を見合わせ、学校待機とし、安全の確認ができ次第、集団

下校（状況によっては、職員が引率） 

 

２． その他 

① 大雨特別警報が発令された時も暴風警報、大雨警報発令の扱いと同様の対応をお願い

します。避難指示・土砂災害警戒は、特定の地域（住所表示別）に発令されます。校区の全

域または一部地域に発令された場合は、暴風警報、大雨警報発令の扱いと同様の対応を

お願いします。 

②  異常気象（雷・地震）など危険が懸念される場合は、ご家庭で判断し、自宅待機させ

るなどの対応をお願いします。また、その時は担任に届け出るようお願いします。 

③  増水した河川や側溝、崖崩れなどに普段から十分注意して通学させるようお願いしま

す。 

④ 通学路などで、危険箇所を発見されましたら学校へも一報をお願いします。     
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給食対応について 

 ○「暴風警報」「避難指示」「土砂災害警戒」が午前７時現在で発令されている場合は、

７時以降に解除されても学校給食はありません。 

  ○「大雨警報」午前９時３０分までに警報が解除された時は、学校給食はあります。 

 

○暴風警報または大雨特別警報が同時に発令されている場合 

・午前７時現在で発令されている場合は、７時以降に解除されても学校給食はありません。 

 

午前７時現在     

警報発令中   警報解除      通常通りの登校  

   

自宅待機 

    

午前９時現在      

警報発令中   警報解除      午前 9 時 15 分に班の集合場所に集まって登校  

        

午前９時３０分現在 

警報発令中   警報解除      午前 9 時 45 分に班の集合場所に集まって登校  

   

臨時休校  

 

※河内長野市に暴風警報や大雨警報、大雨特別警報、避難指示、土砂災害警戒が発令されて

いる場合、対象となります。 

※緊急連絡はミマモルメで行います。 

 

 

警報解除後の登校について 

◎学習の用意→いずれの場合も３時間目以降の準備を原則とします。 

      ※前日に担任から指示があった場合は、その用意をしてください。 

 

 ホームページによる学校からの情報発信もできるだけ的確・迅速に行うようにいたします

が、学校からの情報発信は警報の発令・解除を待って行うことになりますので、この点ご理

解とご留意をお願いいたします。また、警報発令時の登校は危険ですので、くれぐれも発令

時の登校はさせないようにお願いいたします。    

石仏小学校 ＴＥＬ ６８－８７６６ 
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学校徴収金について 

  石仏小学校では、教育活動に関する経費として、学級・教材費、積立金（宿泊行事・卒業

関係積立金等）、ＰＴＡ会費、給食費等を集金しています。これらの諸経費につきましては、

年度当初に年間予算を立てて振替金額を決定し、毎月、定額での口座振替をしています。 

 口座振替することにより、児童が現金を学校に持ってくるという危険性を回避できますの

で、自動振替にご協力をお願いします。＊ただし、必要な費用について、実施時に別途徴収

させていただくことがあります。 

取り扱い金融機関は、ＪＡ大阪南です。 

 

◆令和４年度の振替日程と予定金額 

PTA 会費２口・牛乳ありの例です      (円)   

 振替日 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 
5 月 

(２カ月分) 

5/１３ 10,169 11,360 11,560 11,760 15,560 15,560 

６月 6/2 5,４50 5,４50 5,５50 5,６50 7,５50 7,５50 
７月 7/4 5,４50 5,４50 5,５50 5,６50 7,５50 7,５50 
９月 9/2 5,４50 5,４50 5,５50 5,６50 7,５50 7,５50 
１０月 10/3 5,４50 5,４50 5,５50 5,６50 7,５50 7,５50 
１１月 11/2 5,４50 5,４50 5,５50 5,６50 7,５50 7,５50 

１２月 12/2 5,４50 5,４50 5,５50 5,６50 7,５50 7,５50 
１月 1/３ 5,４50 5,４50 5,５50 5,６50 7,５50 7,５50 
２月 2/2 5,４50 5,４50 5,５50 5,６50 7,５50 7,５50 
３月 3/2 調整月 調整月 調整月 調整月 調整月 調整月 

・８月は集金しません。１年生の４月分給食費は日割り計算しています。 

・５月は、４・５月の２ヶ月分集金します。 

（また、日本スポーツ振興センター掛金 460 円も 5 月のみ集金します） 

・学級・教材費、積立金、給食費については、３月で返金がないよう調整します。 

    

 令和３年度の毎月の徴収金額内訳（円）     

  

 

給食費   

 

 

PTA

会費 

学級・教材費 積立金 

合計 

（日本スポーツ振興センター掛金

なしの場合）（６月以降） 

1 年 4,050 ４00 1,000  5,４50 

2 年 4,050 ４00 1,000  5,４50 

3 年 4,150 ４00 1,000  5,５50 

4 年 4,150 ４00 1,100  5,６50 

5 年 4,250 ４00 1,100 1,800 7,５50 

6 年 4,250 ４00 1,200 1,700 7,５50 
・アレルギー等で牛乳を飲まない児童は、給食費が 1 か月あたり１０００円減額されます。 

・ＰＴＡ会費は、1 口２０0 円、会員 2 名（保護者 2 名）の場合は、2 口となり、４00 円

になります。兄弟がいる場合、上の学年の児童で集めます。   

・市から就学援助を受けられた場合は給食費、PTA 会費、日本スポーツ振興センター掛金

が免除され、その他、次ページの費目の援助費が支給されます。 

・生活保護を受けられている方は PTA 会費、日本スポーツ振興センター掛金が免除となり、

給食費等の援助費は国から支給されます。 

事務室より 
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※ もし、振替日に入金を忘れてしまったら･･･？ 

振替日に口座振替できなかった場合には、その月の中旬に未納金通知（学校徴収金についてのお

知らせ）をお渡しして、現金徴収させていただきます。口座に入金されましても、再振替はできま

せんのでよろしくお願いします。 

 

※ 口座の変更をしたいときは･･･？ 

「口座振替依頼書」の用紙をお渡ししますので、学校に提出してください。 

なお、変更には提出日により２ヶ月程かかります。 

 

転校手続きについて 

 

 転居により校区外となる場合は，転校（転出）の手続きが必要となります。転出が決まっ

た時には、できるだけ早く学校へ連絡してください。学校を出られる予定の日までの給食費、

学級・教材費、積立金などの学校納入金の精算を行います。 

 

＜転校（転出）の手続きは次のようになります＞ 

 

1,河内長野市役所の市民窓口課で住民異動（転出）の届け出をします。 

＊ 届の受付は、 

・市外の場合、転居日の１４日前から。 

・市内の場合、転居後１４日以内です。（転居前の届出はできませんのでご注意く 

ださい。） 

＊ 届を出すと、①「就学者異動通知書」と②「転出証明書」が市民窓口課で発行され

ます。 

2,石仏小学校で転校の手続きをします。 

＊ この時、①「就学者異動通知書」を提出してください。 

＊ 石仏小学校では、③｢在学証明書｣と④「教科書給与証明書」をお渡しします。 

3,転出先市役所(役場)で住民異動（転入）の手続きをします。 

＊ この時、②｢転出証明書｣を提出してください。 

＊ 窓口では、通学する学校を指定、もしくは教育委員会へ行くよう指示があります。 

⑤「就学校指定通知書」が発行されますので、転出先学校へ持参してください。 

4,転出先学校で転入の手続きをします。 

＊ この時、③｢在学証明書｣と④「教科書給与証明書」と⑤「就学校指定通知書」を一

緒に提出してください。 

 

※「教科書給与証明書」に基づき、石仏小学校で支給された教科書と違う発行者の教科書に

ついては、無償で給与されますが、同じ教科書については、支給されませんので、教科書は

必ず全部持って転居してください。 
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就学に関る援助制度 
 

◆就学援助費 

河内長野市では、小学校・中学校の費用（学用品費・修学旅行費・給食

費など）にお困りの保護者にその一部を援助しています。 

なお、前年度受給された方でも、今年度も希望される場合は、新たに申

請が必要です。 

【援助を受けられる方】 

（１） 現在、生活保護法による扶助をうけている方（申請の必要はありません。） 

    上記（１）に準ずる方で 

（２） 前年度あるいは本年度に生活保護法による保護の停止又は廃止を受けた方 

（３） 前年度あるいは本年度の市民税が非課税か均等割のみ課税の方 

 （※ただし、譲渡所得等の損益通算による非課税及び均等割りのみ課税の方は除きます。） 

（４） その他特別な事情（災害、死亡、長期入院など）で、援助を必要とされる方。  

 【援助を受けられる費目】 

※現在、生活保護を受けられている方は修学旅行費のみが対象です 

① 学用品費・通学用品費・校外活動費・通学費 

② 入学準備金（新入学児童生徒学用品費等） 

③ 修学旅行費 

④ 学校給食費（無料となります）        

⑤ 医療費・・・トラコーマ・結膜炎・はくせん・かいせん・のうかしん・中耳炎慢性副鼻腔

炎・アデノイド・寄生虫病・う歯の治療費（学校保健安全法第２４条に基ずくもの） 

※PTA 会費、日本スポーツ振興センター掛金も、無料となります。 

⑥ 卒業アルバム代等 

 

【申し込み方法ついて】 

申込には、学校へ申請する方法と教育委員会へ直接申請する方法があります。（教育委員会

への申請は、世帯全員の市民税が非課税か均等割のみの方に限ります。教育委員会へ申請

する場合は、直接、保護者が市役所へ行き、申請して下さい。） 

代理申請及び郵送による申請は認められません。直接、保護者が申請してください。 

  

【申請期間】 

○例年 5月 3１日（土日・祝祭日を除く）までに申請した場合、認定されれば、4月１日

分からの援助費が支給されます。（毎年４月に再度、案内文配布させていただきます） 

★この期間以外の年度途中でも申請できます。ご家庭の経済状況の急変等により、援助の

申請をされる場合は、学校へ、申し出てください。(その際、援助を受けられるのは、申請

した日以降の費用になります。) 

★現在、生活保護法の適用により教育扶助を受けている方は、申請できません。 

 

 【申請用紙】 

学校に用意していますので、申し出てください。 

 

【支給について】 

年３回(７月中旬、12 月中旬、3月下旬)に分け、支給予定です。基本的に、保護者名義

の銀行預金口座に振り込まれます。 

 ただし、未納金がある場合、就学援助費で相殺させていただいています。 

◆支援教育就学奨励費 

河内長野市では、小学校及び中学校の支援学級への就学諸事情を考慮し、保護者のみなさ

まの経済的負担を軽減することにより支援教育の振興を図るため、各家庭それぞれの経済的

負担能力の程度に応じ、就学のための必要な経費について、その一部を補助しています。 
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教科書について 
 教科書は無償（費用は国が負担しています）です。ただし、再給付はされません。 

 紛失等した場合は、購入することとなります。２学年以上にわたって使用する教科書もあ

りますので、特に注意してください。 

 使用する教科書は、河内長野市内同一です。学年の途中で他市へ転出した場合は､新しい学

校で使っている教科書のうち、河内長野市と違う教科書のみ無償給付されます。 

（市内の転居の場合は、全て同じ教科書ですので、そのまま使用します） 

３月中の転出入は給付されません。 

 

★紛失等で、教科書を購入したい場合は､教科書を扱っている本屋 

（河内長野市駅前の商店街の中の塔本博文堂等）で購入してください。 

 その他、ご不明な点があれば、事務までご連絡ください。 

※４年生の社会については、昨年の３年生時に配布された上と下の教科書を使用します。 

 

◆令和４年度使用教科用図書発行所ならびに定価一覧 

 

教 科 発行所 
各 教 科 書 定 価 一 覧 

１ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年 

国 語 光村図書出版 

上 363

円 

下 380 

円 

上 421 

円 

下 435 

円 

上 426 

円 

下 430 

円 

上 349 

円 

下 335 

円 

684 円 684 円 

書 写 日本文教出版 165 円 165 円 165 円 165 円 165 円 165 円 

社 会 東京書籍   
上 715 円 

 

上 323 

円 

下 361 

円 

政治国際編 

315 円 

歴史編 

428 円 

地 図 帝国書院    485 円 

算 数 日本文教出版 

上 175

円 

下 162

円 

上 383 

円 

下 301

円 

上 400

円 

下 399

円 

上 317

円 

下 316

円 

上 342

円 

下 342

円 

684 

円 

 

理 科 啓林館   657 円 907 円 1004 円 1004 円 

生 活 教育出版社 
上 915 円 

下 914 円 
        

音 楽 教育芸術社 226.円 226.円 226.円 226.円 226.円 226.円 

図画工作 日本文教出版 
上 225 円 

下 224 円 

上 225 円 

下 224 円 

上 225 円 

下 224 円 

家 庭 開隆堂出版     288 円 

保 健 東京書籍   219 円 219 円 

英語（外国語） 開隆堂     349 円 349 円 

道 徳 日本文教出版 

256 円 284 円 321 円 338 円 359 円 376 円 

道徳ノート 

63 円 

道徳ノート 

63 円 

道徳ノート 

63 円 

道徳ノート 

63 円 

道徳ノート 

63 円 

道徳ノート 

63 円 
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教育情報・相談窓口 
 

◎ 河内長野市 
河内長野市では子育て・教育全般（不登校、問題行動、適正修学等）に関する教育相談を行っ
ています。対象は幼児・児童・生徒及びその保護者と教職員です。 

 

◆ 教育相談センター 
  専門の相談員が、学校生活・家庭生活全般に関わる相談を受けています。面談もしくは電話

にてご相談ください。面談を希望される際は、事前にご連絡ください。 
  【場 所】 適応指導教室内 
  【電 話】 （ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） ０１２０－５２－３７７４ 
  【時間帯】 月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午後５時 
 
◆ スクールカウンセリング 
  加賀田中学校区の臨床心理士によるカウンセリングです。 
  【受 付】 石仏小学校 教頭 まで（６８－８７６６） 
    ★受付は随時行いますが、相談は毎週水曜日で予約制となります。 
    ★来談者の秘密は厳守されます。 
 
◆ 家庭児童相談室 子育て支援センターかわちながの 
  ０歳～１８歳の子どもに関わる相談 
  【場 所】 河内長野市栄町２５－３７ 
  【電 話】 ５０－４６６４ 

      ９：００～５：３０ （土日祝休を除く） 
        第３日曜 １４：００～１６：００ 

★子どもの発達、性格の不安や心配、保護者の家庭関係の不安や心配などの相談 
 を受け付けます。 

   
◆ 適応指導教室（ゆうゆうスペース） 
  河内長野市内の小学校・中学校に通う児童・生徒の中で、学校に行けなくなった子ど 
 もたちが、心を休め、自信をつけ、笑顔で登校できるまでの時間を過ごすところです。 様々
な体験活動や集団活動を通して、自立心や集団への適応力を養うと共に、学習への 意欲づけ
を工夫して学習する力を育て、学校生活への適応を図ることをめざしています。 

  【場 所】 河内長野市木戸町１－２－６ 
  【電 話】 ５６－３４３９ 
 

◎ 大阪府 

◆ すこやか教育相談 
  就学、進路、親子関係、発達などに関する相談を受け付けます。 

【子ども専用電話】 ０６－６６０７－７３６１ 
【保護者専用電話】 ０６－６６０７－７３６２ 
【時  間  帯】 月曜日～金曜日 ９：３０～１７：３０ 

※ 平日の相談時間以外や土、日、祝日の電話相談については 
２４時間対応「すこやか教育相談２４」（電話 0120-0-7831） 
をご利用ください。 

 
◆ 富田林子ども家庭センター 

【電 話】 ０７２１－２５－１１７２ 
 

 
 お困りのことがあれば、まず 
 石仏小学校  ６８－８７６６  へお電話ください。 
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放課後児童会 

 

 

放課後児童会の概要 

 河内長野市では、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１～６年生の児童

を対象に、適切な遊び及び生活の場を与えて健全な育成を図ることを目的に、放課後

児童会事業を実施しております。 

 

放課後児童会への入会手続きやお問い合わせは下記にお願いします。 

 

 

 

 

 

 放課後児童会に入会されているお子さんが学校を欠席し、放課後児童会も欠席され

る場合は、必ず放課後児童会へも欠席のご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育推進部 地域教育推進課 

〒586-0025 大阪府河内長野市昭栄町７番１号（市民交流センター内） 

TEL  0721-54-0005 
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